
１
．
財
政
健
全
化
に
向
け
て

　

今
後
の
税
財
政
を
考
え
る
う
え

で
重
要
な
要
素
と
な
る
の
は
団
塊

の
世
代
の
動
向
で
あ
る
。

　

こ
の
世
代
の
先
頭
が
後
期
高
齢

者
入
り
す
る
の
は
２
０
２
２
年
で

あ
り
、
２
０
２
５
年
度
は
団
塊
の

世
代
す
べ
て
が
後
期
高
齢
者
に
達

す
る
年
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
政
府
の
Ｐ
Ｂ
黒
字
化

目
標
年
度
は
遅
す
ぎ
る
わ
け
で
、

本
来
な
ら
団
塊
の
世
代
の
先
頭
が

後
期
高
齢
者
入
り
す
る
前
に
黒
字

化
目
標
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
。

(1)　

今
般
の
消
費
税
率
10
％
へ
の

引
き
上
げ
は
、
財
政
健
全
化
と
社

会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
の
た
め

に
不
可
欠
だ
っ
た
。
税
率
引
き
上

げ
に
よ
る
悪
影
響
を
緩
和
す
る
等

の
環
境
整
備
は
必
要
だ
が
、
本
年

度
に
引
き
続
き
、
来
年
度
当
初
予

算
に
お
い
て
も
臨
時
・
特
別
の
措

置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
バ
ラ
マ
キ
政
策

と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

(2)　

政
府
は
、
２
０
１
６
年
度
か

ら
18
年
度
の
３
年
間
を
集
中
改
革

期
間
と
位
置
づ
け
、
政
策
経
費
の

増
加
額
を
１
．
６
兆
円
（
社
会
保

障
費
１
．
５
兆
円
、
そ
の
他
０
．

１
兆
円
）
程
度
に
抑
制
す
る
目
安

を
達
成
し
た
。

　

２
０
１
９
年
度
か
ら
21
年
度
の

基
盤
強
化
期
間
に
つ
い
て
も
、
引

き
続
き
社
会
保
障
費
の
増
加
額
を

抑
制
す
る
目
安
を
示
し
、
改
革
に

取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

(3)　

財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題

で
あ
り
、
歳
出
、
歳
入
の
一
体
的

改
革
に
よ
っ
て
進
め
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

　

歳
入
で
は
安
易
に
税
の
自
然
増

収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、
ま

た
歳
出
に
つ
い
て
は
聖
域
を
設
け

ず
に
分
野
別
の
具
体
的
な
削
減
の

方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着
実

に
改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

(4)　

今
般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ

に
伴
っ
て
本
年
10
月
よ
り
軽
減
税

率
制
度
が
導
入
さ
れ
る
が
、
こ
れ

に
よ
る
減
収
分
に
つ
い
て
は
安
定

的
な
恒
久
財
源
を
確
保
す
る
べ
き

で
あ
る
。

(5)　

国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場

合
、
長
期
金
利
の
急
上
昇
な
ど
金

融
資
本
市
場
に
多
大
な
影
響
を
与

え
、
成
長
を
阻
害
す
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
政
府
・
日
銀
に
は
、

市
場
の
動
向
を
踏
ま
え
た
細
心
の

政
策
運
営
を
求
め
た
い
。

２
．
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る

　
　

基
本
的
考
え
方

　

社
会
保
障
給
付
費
の
財
源
は
公

費
と
保
険
料
で
あ
る
。
適
正
な
「
負

担
」
と
重
点
化
・
効
率
化
に
よ
る

「
給
付
」
の
抑
制
を
可
能
な
限
り

実
行
し
な
い
と
、
持
続
可
能
な
社

会
保
障
制
度
の
構
築
も
財
政
の
健

全
化
も
実
現
で
き
な
い
。

　

と
り
わ
け
、
医
療
と
介
護
の
分

野
は
給
付
の
急
増
が
見
込
ま
れ
て

お
り
、
こ
こ
に
改
革
の
メ
ス
を
ど

う
入
れ
る
か
が
重
要
に
な
る
。

　

超
高
齢
化
社
会
が
急
速
に
進
展

す
る
今
、
社
会
保
障
は
「
自
助
」

「
公
助
」
「
共
助
」
の
役
割
と
範

囲
を
改
め
て
見
直
す
必
要
が
あ
る

が
、
そ
の
際
に
重
要
な
の
は
公
平

性
の
視
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
医

療
保
険
の
窓
口
負
担
や
介
護
保
険

の
利
用
者
負
担
な
ど
の
本
人
負
担

に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に
お
い
て

も
負
担
能
力
に
応
じ
る
こ
と
を
原

則
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

(1)　

年
金
に
つ
い
て
は
、
「
マ
ク

ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
厳
格
対
応
」
、

「
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」
、

「
高
所
得
高
齢
者
の
基
礎
年
金
国

庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付
削
減
」

等
、
抜
本
的
な
施
策
を
実
施
す
る
。

(2)　

医
療
は
産
業
政
策
的
に
成
長

分
野
と
位
置
付
け
、
大
胆
な
規
制

改
革
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
給
付

の
急
増
を
抑
制
す
る
た
め
に
診
療

報
酬
（
本
体
）
体
系
を
見
直
す
と

と
も
に
、
政
府
目
標
で
あ
る
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
80
％
以
上
も

早
期
に
達
成
す
る
。

(3)　

介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
制

度
の
持
続
性
を
高
め
る
た
め
に
真

に
介
護
が
必
要
な
者
と
そ
う
で
な

い
者
と
に
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
、
給

付
及
び
負
担
の
あ
り
方
を
見
直
す
。

(4)　

生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、
給

付
水
準
の
あ
り
方
な
ど
を
見
直
す

と
と
も
に
、
不
正
受
給
の
防
止
な

ど
さ
ら
な
る
厳
格
な
運
用
が
不
可

欠
で
あ
る
。

(5)　

少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給

付
よ
り
保
育
所
や
学
童
保
育
等
を

整
備
す
る
な
ど
の
現
物
給
付
に
重

点
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
の
際
、
企
業
も
積
極
的
に
子

育
て
支
援
に
関
与
で
き
る
よ
う
、

企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
さ
ら
な

る
活
用
に
向
け
て
検
討
す
る
。

　

ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

等
の
取
り
組
み
を
着
実
に
推
進
す

る
た
め
に
は
安
定
財
源
を
確
保
す

る
必
要
が
あ
る
。

(6)　

企
業
へ
の
過
度
な
保
険
料
負

担
を
抑
え
、
経
済
成
長
を
阻
害
し

な
い
よ
う
な
社
会
保
障
制
度
の
確

立
が
求
め
ら
れ
る
。

３
．
行
政
改
革
の
徹
底

　

今
般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
は

国
民
に
痛
み
を
求
め
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
行
革
の

徹
底
」
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
を

想
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

地
方
を
含
め
た
政
府
・
議
会
が
「

ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基

づ
き
自
ら
身
を
削
る
の
で
あ
る
。

(1)　

国
･
地
方
に
お
け
る
議
員
定
数

の
大
胆
な
削
減
と
歳
費
の
抑
制
。　

(2)　

厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、

国
・
地
方
公
務
員
の
人
員
削
減
と
、

能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る

人
件
費
の
抑
制
。

(3)　

特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の

無
駄
の
削
減
。

(4)　

積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行

い
成
長
に
つ
な
げ
る
。

４
．
消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う

 
 
 
 

対
応
措
置

　

本
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
軽

減
税
率
制
度
は
事
業
者
の
事
務
負

担
が
大
き
い
う
え
、
税
制
の
簡
素

化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
お
よ
び
税

収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題
が

多
い
。

　

こ
の
た
め
、
か
ね
て
か
ら
税
率

10
％
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望

ま
し
く
、
低
所
得
者
対
策
は
「
簡

素
な
給
付
措
置
」
の
見
直
し
で
対

応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
き
た
。

　

軽
減
税
率
制
度
導
入
後
は
、
国

民
や
事
業
者
へ
の
影
響
、
低
所
得

者
対
策
の
効
果
等
を
検
証
し
、
問

題
が
あ
れ
ば
同
制
度
の
是
非
を
含

め
て
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

(1)　

現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
「
消

費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
」
の

効
果
等
を
検
証
し
、
中
小
企
業
が

適
正
に
価
格
転
嫁
で
き
る
よ
う
、

さ
ら
に
実
効
性
の
高
い
対
策
を
と

る
べ
き
で
あ
る
。

(2)　

消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率

の
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
よ
り
重
要

１
．
法
人
実
効
税
率
に
つ
い
て

　

〝
先
進
国
ク
ラ
ブ
〟
と
称
さ
れ

る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機

構
）
加
盟
国
の
法
人
実
効
税
率
平

均
は
25
％
、
ア
ジ
ア
主
要
10
カ
国

の
平
均
は
22
％
と
な
っ
て
い
る
。

米
国
も
ト
ラ
ン
プ
税
制
改
革
で
我

が
国
水
準
以
下
に
引
き
下
げ
ら
れ

た
。

　

Ｅ
Ｕ
内
で
は
一
部
に
引
き
下
げ

行
き
過
ぎ
論
も
出
て
い
る
が
、
我

が
国
の
水
準
が
比
較
的
高
い
と
い

う
現
実
に
変
わ
り
は
な
い
。

　

国
際
競
争
力
強
化
な
ど
の
観
点

か
ら
、
今
般
の
法
人
実
効
税
率
引

き
下
げ
の
効
果
等
を
確
認
し
つ
つ
、

さ
ら
な
る
引
き
下
げ
も
視
野
に
入

れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

２
．
中
小
企
業
の
活
性
化
に

　
　

資
す
る
税
制
措
置

(1) 

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽

減
税
率
の
特
例
15
％
を
本
則
化
す

べ
き
で
あ
る
。

な
課
題
と
な
る
。

　

消
費
税
の
制
度
、
執
行
面
に
お

い
て
さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必

要
が
あ
る
。

(3)　

シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教

育
な
ど
、
事
務
負
担
が
増
大
す
る

中
小
企
業
に
対
し
て
特
段
の
配
慮

が
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、
８
０

０
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い

る
軽
減
税
率
の
適
用
所
得
金
額
を
、

少
な
く
と
も
１
，
６
０
０
万
円
程

度
に
引
き
上
げ
る
。

(2)　

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、

公
平
性
・
簡
素
化
の
観
点
か
ら
、

政
策
目
的
を
達
し
た
も
の
や
適
用

件
数
の
少
な
い
も
の
は
廃
止
を
含

め
て
整
理
合
理
化
を
行
う
必
要
は

あ
る
が
、
中
小
企
業
の
技
術
革
新

な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置

は
、
以
下
の
と
お
り
制
度
を
拡
充

し
た
う
え
で
本
則
化
す
べ
き
で
あ

る
。

　

①　

中
小
企
業
投
資
促
進
税
制

　

に
つ
い
て
は
、
対
象
設
備
を
拡

　

充
し
た
う
え
、
「
中
古
設
備
」

　

を
含
め
る
。

　

②　

少
額
減
価
償
却
資
産
の
取

　

得
価
額
の
損
金
算
入
の
特
例
措

　

置
に
つ
い
て
は
、
損
金
算
入
額

　

の
上
限
（
合
計
３
０
０
万
円
）

　

を
撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と

す
る
。

　

な
お
、
そ
れ
が
直
ち
に
困
難
な

場
合
は
、
令
和
２
年
３
月
末
日
ま

で
と
な
っ
て
い
る
特
例
措
置
の
適

用
期
限
を
延
長
す
る
。

(3)　

中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
（
中

小
企
業
等
経
営
強
化
法
）
や
、
中

小
企
業
が
取
得
す
る
償
却
資
産
に

係
る
固
定
資
産
税
の
特
例
（
生
産

性
向
上
特
別
措
置
法
）
等
を
適
用

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
手
続
き
を

簡
素
化
す
る
と
と
も
に
、
事
業
年

度
末
（
賦
課
期
日
）
が
迫
っ
た
申

請
や
認
定
に
つ
い
て
弾
力
的
に
対

処
す
る
。

３
．
事
業
承
継
税
制
の
拡
充

　

我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る

中
小
企
業
は
、
地
域
経
済
の
活
性

化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に
大
き
く

貢
献
し
て
い
る
。

　

そ
の
中
小
企
業
が
相
続
税
の
負

担
等
に
よ
っ
て
事
業
が
承
継
で
き

な
く
な
れ
ば
、
経
済
社
会
の
根
幹

が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。

　

平
成
30
年
度
の
税
制
改
正
で
は

比
較
的
大
き
な
見
直
し
が
行
わ
れ

た
が
、
さ
ら
な
る
抜
本
的
な
対
応

が
必
要
と
考
え
る
。

(1)　

事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と

　
　

切
り
離
し
た
本
格
的
な
事
業

　
　

承
継
税
制
の
創
設

　

我
が
国
の
納
税
猶
予
制
度
は
、

欧
州
主
要
国
と
比
較
す
る
と
限
定

的
な
措
置
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

欧
州
並
み
の
本
格
的
な
事
業
承
継

税
制
が
必
要
で
あ
る
。

　

と
く
に
、
事
業
に
資
す
る
相
続

に
つ
い
て
は
、
事
業
従
事
を
条
件

と
し
て
他
の
一
般
財
産
と
切
り
離

し
、
非
上
場
株
式
を
含
め
て
事
業

用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る
い

は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が
求
め

ら
れ
る
。

(2)　

相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶

　
　

予
制
度
の
充
実

　

平
成
30
年
度
税
制
改
正
で
は
、

中
小
企
業
の
代
替
わ
り
を
促
進
す

る
た
め
、
10
年
間
の
特
例
措
置
と

し
て
同
制
度
の
拡
充
が
行
わ
れ
た

こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、
事
業
承

継
が
よ
り
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ

う
以
下
の
措
置
を
求
め
る
。

①　

猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制

度
に
改
め
る
と
と
も
に
、
平
成
29

年
以
前
の
制
度
適
用
者
に
対
し
て

も
適
用
要
件
を
緩
和
す
る
な
ど
配

慮
す
べ
き
で
あ
る
。

②　

特
例
制
度
を
適
用
す
る
た
め

に
は
、
令
和
５
年
３
月
末
日
ま
で

に
「
特
例
承
継
計
画
」
を
提
出
す

る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
制
度
を

踏
ま
え
て
、
こ
れ
か
ら
事
業
承
継

の
検
討
（
後
継
者
の
選
任
等
）
を

始
め
る
企
業
に
と
っ
て
は
時
間
的

な
余
裕
が
な
い
こ
と
等
が
懸
念
さ

れ
る
。

　

こ
の
た
め
、
計
画
書
の
提
出
期

限
に
つ
い
て
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

Ⅰ

経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

Ⅱ

令
和
２
年
度
税
制
改
正

令
和
２
年
度
税
制
改
正

提
言

法
人
会

法人会は、令和２年度税制改正に向けた提言をまとめ、
政府・関係省庁に対して、私たちの声の実現に向けたオピ
ニオン活動を展開して参ります。
多岐に亘る提言を行っていますが、要約掲載いたします。

活力向上のための税制措置拡充を！

中小企業は日本経済の礎。


